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第５節 医療需要及び必要とされる病床数の推計

１ 医療需要

（１）高度急性期機能、急性期機能及び回復期機能

高度急性期機能、急性期機能及び回復期機能の医療需要については、２０１３年のＮ

ＤＢ（ナショナル・データ・ベース）のレセプトデータ及びＤＰＣデータに基づき、患

者住所地別に配分した上で、推計を行います。

この推計は、２０１３年における実際の医療資源投入量を基に推計しているもので、

平均在院日数、受療率は２０１３年の数値を活用していることになります。

①入院受療率

性・年齢階級別の年間入院患者延べ数（人）

＝ １日当たり入院患者延べ数

３６５（日）

１日当たり入院患者延べ数

＝ 入院受療率

性・年齢階級別の人口

②医療需要

構想区域の２０２５年の医療需要

＝［当該構想区域の２０１３年の性・年齢階級別の入院受療率

×当該構想区域の２０２５年の性・年齢階級別推計人口］を総和したもの

※２０２５年の性・年齢階級別人口については、国立社会保障・人口問題研究所

「日本の地域別将来推計人口（２０１３年３月中位推計）」を用います。

（２）慢性期機能と在宅医療等

療養病床については、現在、診療報酬が包括算定であるため、医療資源投入量に基づ

く分析を行うことが難しい状況です。また、地域の療養病床数には、大きな地域差があ

ります。

このことから、慢性期機能の推計については、医療資源投入量を用いず、①慢性期の

中に在宅医療等で対応することが可能と考えられる患者数を一定数見込むという前提に

立ったうえで、②療養病床の入院受療率の地域差を縮小することを加味して推計します。
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（考え方）

① 療養病床の入院患者数のうち、医療区分１の患者の７０％を在宅医療等で対応する

患者数として見込みます。なお、一般病床の障害者・難病患者（障害者施設等入院基

本料、特殊疾患病棟入院基本料及び特殊疾患入院医療管理料を算定している患者）は、

慢性期機能の医療需要として推計します。

② 慢性期病床の入院受療率における地域差の解消については、構想区域ごとに入院受

療率と全国最小値（県単位）との差を一定程度解消させることとして、全国最大値（県

単位）が全国中央値（県単位）にまで低下させる割合を一律に用いて推計します。

ただし、当該構想区域の慢性期病床の減少率が全国中央値より大きく、かつ、当該

構想区域の高齢者単身世帯割合が全国平均よりも大きい場合は、目標の達成年次を２

０２５年から２０３０年とすることとし、２０２５年においては、２０３０年から比

例的に逆算した入院受療率を用いて推計します。
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２ 必要とされる病床の必要量の推計

第５節の１で推計した２０２５年の医療需要に基づき、病床利用率で割り戻して、

２０２５年に必要とされる病床の必要量（必要病床数）を推計します。

なお、病床利用率は、厚生労働省令で規定されている割合（高度急性期～７５％、

急性期～７８％、回復期～９０％、慢性期９２％）を使用して推計します。

① ② ③

区 分 医療需要 現在の医療提供 将来あるべき医 病床の必要量

体制が変わらな 療提供体制を踏 （必要病床数）

当該構想区域 いと仮定した場 まえ構想区域間 ③を基に病床

に居住する患 合の推計供給数 の供給するの増 利用率等によ

者の医療需要 減を調整した推 り算出される

計供給数 病床数

高度急性期 １４１ ７３ ７３ ９８

急 性 期 ５３３ ３７０ ３７０ ４７４

回 復 期 ６３６ ４８７ ６３６ ７０８

慢 性 期 ５９３ ４４１ ５９３ ６４５

計 １９０３ １３７１ １６７２ １９２５
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３ 在宅医療等医療需要

２０２５年における在宅医療等に関する医療需要について、国の必要病床数等推

計ツールにより算出した結果は、次のページの「２０１３年及び２０２５年におけ

る医療需要等」のとおりです。

※在宅医療等とは、居宅、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホー

ム、有料老人ホーム、介護老人保健施設、その他医療を受ける者が療養生活を営

むことができる場所であって、現在の病院・診療所以外の場所において提供され

る医療を指す。

地域医療構想策定ガイドラインにおいては、在宅医療等で対応することが可能と

想定されている「療養病床の医療区分１の７０％の入院患者」及び「一般病床のう

ち診療報酬における出来高点数が入院基本料を除き１７５点未満の入院患者」は「在

宅医療等」の医療需要として推計されています。

具体的には、推計の基となる２０１３年における在宅医療等に関する医療需要に

は、下記のものが含まれています。

(１) 訪問診療を受けている患者（＝次ページにおける「うち訪問診療」）

(２) 介護老人保健施設の入所者

(３) 一般病床で医療資源投入量１７５点未満の患者数

(４) 療養病床入院患者のうち、医療区分１の７０％

２０２５年における在宅医療等に関する医療需要については、上記４項目に、地

域差解消分を含めた後、二次医療圏別・性年齢階級別の将来人口を乗じて推計して

います。

この推計結果については、下記の点について留意が必要です。

・「一般病床で医療資源投入量１７５点未満の患者数」については、特定の退院日

を避けるなど、退院調整の過程で、医療がほとんど行われていない入院日も算定

されており、必ずしも在宅医療等のニーズとは限らないこと

・「一般病床で医療資源投入量１７５点未満の患者数」等には、支援により外来通

院が可能な患者も含まれていること

・訪問診療については、毎日訪問することが求められているわけではないこと

在宅医療等に関する医療需要については、上記で述べたとおり、居宅や介護老人

保健施設等における医療に加え、国の「療養病床のあり方等に関する検討会」で提

示された新たな類型において提供される医療も含まれると考えられます。

そのため、現時点において在宅医療等に関する医療需要にどの程度対応できるか

を正確に検証することは困難であることから、国の必要病床数等推計ツールにより

算出した医療需要を構想に位置づけたうえで、新たな類型に関する議論の動向を見

つつ、引き続き、在宅医療の推進や高齢者の住まいの場の整備等を行っていくこと

とします。
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２０１３年及び２０２５年における医療需要等

二次医療圏 ２０１３年 （ 人 / 日 ） ２０２５年 （ 人 / 日 ）

在 宅 医 療 等 うち訪問診療 在 宅 医 療 等 うち訪問診療

南 渡 島 5,190 3,157 6,384 3,803

南 檜 山 224 53 298 70

北渡島檜山 418 144 558 181

札 幌 23,608 14,193 44,509 23,576

後 志 3,121 1,714 4,107 1,989

南 空 知 2,176 1,109 2,953 1,313

中 空 知 1,339 517 1,853 618

北 空 知 266 14 524 30

西 胆 振 1,494 441 2,620 626

東 胆 振 1,344 482 2,136 748

日 高 873 495 1,163 589

上 川 中 部 4,696 2,611 6,785 3,626

上 川 北 部 600 169 840 232

富 良 野 393 176 547 238

留 萌 558 270 797 327

宗 谷 503 132 692 183

北 網 1,757 681 2,702 931

遠 紋 782 257 1,085 317

十 勝 3,015 1,436 4,600 2,011

釧 路 1,821 839 2,801 1,127

根 室 505 170 771 231

合 計 54,683 29,059 88,725 42,767

（国の必要病床数等推計ツールにより算出）



- 37 -

第６節 将来のあるべき医療提供体制を実現するための施策の検討

１ 病床機能の分化及び連携の推進

地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携に当たっては、道が地域医

療構想において定めた構想区域における病床の機能区分（高度急性期、急性期、回復

期及び慢性期）ごとの必要病床数に基づき、医療機関の自主的な取組及び医療機関相

互の協議により進められることを前提としており、これらを実効性のあるものとする

必要があります。

また、将来の病床機能区分ごとの必要病床数の達成に向けて、地域で不足している

回復期病床の機能が充足できるよう、当該機能を担う病床や機能転換により、収れん

を促していく必要があります。

このため、道においては、医師会等の医療関係者と十分に協議を行った上で、地域

医療介護総合確保基金を有効に活用し、病床の機能の分化及び連携のための仕組みづ

くりや施設・設備整備等に対して支援をしていきます。将来的に病床が過剰になるこ

とが見込まれる慢性期病床については、在宅医療の整備と一体的に推進する必要があ

ることから、各地域における特性や各市町における役割分担の議論が進むよう、南空

知保健医療福祉圏域連携推進会議や地域医療構想専門部会において、各種データの提

供や調整を行います。

これらの検討に当たっては、人口構造や疾病構造の変化、それに伴う患者の受療行

動の変化など、医療を取り巻く環境の変化を踏まえた視点が必要であります。また、

不足する機能を担う病床の増床や病床機能の転換に伴う施設・設備整備等の支援のみ

ならず、医療機関が役割分担をして有効に機能するための連携施策が重要であり、患

者の疾病から回復が遅延したり、ＡＤＬ（日常生活における基本的な動作を行う能力）

の低下を招いたりすることのないよう、医療機関等の連携により切れ目なく円滑に患

者の状態に応じた医療が提供される必要があります。

このため、地域連携パスの整備・活用の推進や、北海道や市町が中心となった連携

を推進するための関係者が集まる会議の開催、ＩＣＴを活用した地域医療ネットワー

クの構築等に複合的に取り組む必要があります。

各医療機関における地域との前方連携及び後方連携を行う看護職員や医療ソーシャ

ルワーカーの研修だけではなく、退院支援部門以外の医師、歯科医師、薬剤師、看護

職員等の職員に対して、入院開始時から在宅復帰を目指した支援を行うための在宅医

療や介護の理解を推進する研修、医療機関の医師、看護職員等と地域の関係者による

多職種協働研修等により必要な人材の確保・育成に取り組む必要があります。

南空知圏域においては、医療機関の連携による、切れ目のない医療を提供していく

ために、南空知脳卒中地域連携協議会による脳卒中発症後の在宅復帰に向けた機能回

復を目的とした地域連携パスの運用や脳卒中・急性心筋梗塞あんしん連携ノートの普
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及を進めていますが、活用する医療機関は少ない現状にあるため、地域連携パス等を

活用する機関を増やし、病病連携や病診連携の強化を図り、将来的には地域全体で患

者の必要な医療を提供していくＩＣＴの活用も進めていきます。

また、地域の保健・医療・福祉・介護などが連携していくためには、多職種の連携

が必要ですが、当圏域においては、地域連携を進めるため「美唄市在宅医療・介護多

職種ネットワーク会議（ビバネット）」や岩見沢市内を中心とする有志で組織された

「南空知医療介護福祉の多職種連絡会」など一部の地域において、多職種による情報

交換や人材育成のための研修などが行われています。

このようなことから、道においては、医療と介護の提供体制の構築に向け、在宅医

療に係る各団体・機関の現状や役割について、相互理解を促進し、連携を図ることを

目的に、研修やフォーラムなどの開催に取り組んでいきます。
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２ 在宅医療の充実

＜用語の定義＞

【在宅医療とは】

居宅、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、

介護老人保健施設、その他医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であっ

て、現在の病院・診療所以外の場所において提供する医療を指す。（地域医療構想策

定ガイドラインより。）

【地域包括ケアシステムとは】

地域の実情に応じて、高齢者等が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力

に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防（要介護状

態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若

しくは悪化の防止をいう。）、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保さ

れた体制をいう。（医療介護総合確保促進法第２条第１項）

地域包括ケアシステムの構築のためには、可能な限り住み慣れた地域で生活を継続

することができるよう、高齢者の住まいの整備に加え、医療と介護の連携を推進し、

医療と介護の提供体制を一体的に整備する必要があります。

また、病床の機能の分化及び連携を推進することにより、入院医療機能の強化を図

るとともに、患者の状態に応じて退院後の生活を支える外来医療、在宅医療の充実は

一層重要であり、退院後や入院に至らないまでも状態の悪化等により在宅医療を必要

とする患者は今後増大することが見込まれます。

特に、慢性期医療については、在宅医療の整備と一体的に推進する必要があり、地

域における推進策を検討するためには、整備状況の把握など、きめ細かい対応が必要

となります。

さらに、患者・住民の視点に立てば、日頃から身近で相談に乗ってもらえる「かか

りつけ医」を持つことが重要であり、「かかりつけ医」はその機能を地域で十分に発

揮することが期待されます。

こうした点を踏まえ、在宅医療の提供体制については、在宅医療を受ける患者の生

活の場である日常生活圏域（管内市町）で整備する必要があることから、市町の取組

に加え、保健所等が市町を支援していくことが重要です。
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また、在宅医療・介護の連携を推進する事業については、市町が地域包括ケアシス

テムの観点から円滑に施策に取り組めるよう、北海道の保健・医療担当部及び介護・

福祉担当部局による技術的支援等の様々な支援を行っていきます。

この他、在宅医療の提供体制の充実に向けては、病院、診療所、歯科診療所、薬局、

訪問看護事業所、郡市医師会等の関係団体等の連携が不可欠であり、関連する事業の

実施や体制整備に加え、人材確保・育成を推進する観点から、北海道や保健所等が中

心となって、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、リハビリテーション関連職種、医

療ソーシャルワーカー等が在宅医療への参入の動機付けとなるような研修や参入後の

資質向上のための研修を行います。

なお、在宅医療は主に「（地域側の）退院支援」「日常の療養生活の支援」「急変時

の対応」「看取り」という機能が求められており、緊急時や看取りに対応するため２

４時間体制の構築に向けた役割分担等の協議や、医療依存度の高い患者に対応するた

めの研修等により各種機能を充実させることが必要です。加えて、地域の関係者の連

携のみならず、患者の急変時等に対応するため、病院が在宅医療を担う診療所等を後

方支援することが重要です。さらに、在宅医療を受けている患者に対する口腔機能の

管理等の機能を担う歯科診療所及び後方支援を行う病院歯科等が医科医療機関等と連

携体制を構築することが重要となります。
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（１）南空知圏域における在宅療養等の課題

①在宅療養に向けた支援体制

・医師、看護師等の医療従事者や介護職員等の人材確保が年々困難となっていま

す。

・特に、２４時間体制が可能な医師、訪問看護師、介護職員等の人材確保が進ん

でいない状況です。

・訪問系介護事業所が少ない地域があるため、地域間連携も含めた連携も一部行

われていますが、必要な介護事業所の確保がされていません。

・住宅等の確保については、特に低所得者向け住宅等の確保が難しく、対応に苦

慮しています。

②関係機関等の顔が見える体制の構築

・退院支援については、連携シート等の利用により、各市町を含む医療関係者で

の連携が一部ではスムーズに行われていますが、管内全体では、医療機関や市

町を含む関係機関等との連携窓口が明確化されていないため、スムーズな連携

ができていない状況です。

・多職種を含む関係者が、お互いの機能を理解し、機能分担と連携をさらに進め

る必要があります。

・多職種含む在宅支援を進める必要があることから、在宅支援に対する情報共有

を円滑に行うためツ－ルや体制づくりが必要です。

③在宅医療・訪問看護の推進

・当管内で、平成２７年度に開設した在宅医療を行うクリニックは１カ所（三笠

市）、訪問看護事業所は２カ所（岩見沢市）です。

・今後、在宅医療等を必要とする高齢者等が増える傾向にあるため、必要な患者

等に訪問診療が実施できるような、後方支援体制の確保が急務です。

④関係機関等の資質の向上

・処遇困難事例や専門性の高い分野の研修、また、多職種を含む関係者間で学習

等を行う機会が少ない状況です。

⑤在宅医療の施策

・南空知保健医療福祉圏域連携推進会議の各専門部会との横の連携も必要です

が、特に在宅医療専門部会の意見を踏まえ施策を進める必要があります。
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（２）在宅医療充実に向けた取組

在宅医療の提供体制の充実は、病院、診療所、歯科診療所、薬局、訪問看護事業

所、地域医師会等の関係団体との連携が不可欠であり、人材確保・育成を推進する

ため、北海道が中心になって医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、リハビリテーシ

ョン関連職種、医療ソーシャルワーカー等に対しての在宅医療への参入の動機付け

となるような研修や参入後の資質向上のための研修を行う必要があるため次の取組

を進めます。

①在宅療養に向けた支援体制

・相互の連携がスムーズに行われるよう、今後、各関係機関で窓口を明確化す

ることを進めていきます。

・地域医療介護総合確保基金（医療分）を活用しながら在宅医療提供体制の強

化を進めるとともに、住宅等の確保を支援していきます。

②各関係機関の顔が見える体制の構築と質の向上

・切れ目のない一体的な医療介護の提供体制を進めるため、多職種が集まる研

修等の開催を進め、地域の疑問や課題など話し合える場の確保を進めます。

・地域連携パスの整備・活用の推進やＩＣＴを活用した地域医療ネットワーク

の構築等を進めていきます。

③在宅医療・訪問看護の推進

・医療従事者に対し、在宅医療の知識と理解を深めるための研修を開催するな

ど、在宅医療の普及・啓発に努めます。

④在宅医療の推進

・在宅医療は主に、「退院支援」、「日常療養の支援」、「緊急時の対応」、「看取

り」という機能が求められており、緊急時の対応を含めたバックベッドを持

つ医療機関との連携体制の構築などを進める必要があることから、南空知保

健医療福祉圏域連携推進会議の各専門部会と連携を強化し施策を進めます。

・医師に対し、在宅医療や訪問診療の理解を深めるための普及・啓発に努めま

す。
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（３）在宅医療・介護の連携

在宅医療・介護の連携については、平成２７年度から介護保険法において「在宅

医療・介護連携推進事業」として制度化され、地域包括ケアシステムの構築に必要

となる在宅医療提供体制は、国や道の支援のもと、市町が主体となって地域の医師

会等と協働して推進することが重要であると規定されています。

また、今後、医療や介護のニーズを併せ持つ慢性患者や認知症高齢者の増加に対

して、医療機関の分化と併行して、地域における在宅医療や介護に関する情報収集

と活用、医療・介護関係者と共同して在宅医療と在宅介護が円滑に提供できる仕組

みを構築することが必要となります。

しかしながら、在宅医療と介護連携については、従来から問われてきた重要な課

題の一つであり、医療と介護については、それぞれを支える保険制度が異なること

から多職種間との相互理解や情報の共有が十分にできていないなどの課題がありま

す。

このようなことから、在宅医療・介護の連携推進については、各市町で取組がさ

れているところでありますが、今後は各市町が本事業に積極的に取り組むことがで

きるよう、北海道や保健所等が保健・医療担当部局及び介護・福祉担当部局による

技術的な支援等を行うことが必要です。
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３ 医療従事者の確保・養成

地域における医療提供体制を構築する上で、医療従事者の確保・養成は不可欠な

ものであるため、北海道医療対策協議会での検討を踏まえ、地域医療支援センター

等を活用した医師等の偏在の解消や医療勤務環境改善支援センター等を活用した医

療機関の勤務環境の改善、看護職員の確保・定着・離職防止、ワーク・ライフ・バ

ランスの確立に取り組む必要があり、地域医療介護総合確保基金の有効活用も含め

た施策を引き続き検討します。

また、限りある医療資源を有効活用し、質の高い医療を安全に提供するためには、

各医療職種の高い専門性を前提とし、業務を分担するとともに互いに連携・補完し

合うチーム医療を推進していくことも必要です。チーム医療の推進に当たっては、

専門職人材の確保が重要であり、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、リハビリテ

ーション関連職種、医療ソーシャルワーカー等の専門職について人材確保に取り組

む必要があります。

医療従事者の確保は、入院医療だけではなく、在宅医療の推進においても求めら

れていることから、地域包括ケアシステムの構築の観点から、市町とも連携を図りな

がら進めていきます。

なお、南空知圏域においては、医療技術者に関する修学資金としては、岩見沢市

（助産師・看護師・准看護師）、美唄市（保健師・助産師・看護師・准看護師）、

三笠市（看護師）、長沼町（保健師・助産師・看護師）、月形町（保健師・看護師・

准看護師）、岩見沢市医師会付属看護高等専修学校（准看護師）があります。
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第７節 ５疾病・５事業の状況

１ ５疾病・５事業の圏域

北海道には、一次医療圏の単位である市町村から構成される二次医療圏が２１圏域

あり、複数の二次医療圏から構成される三次医療圏が６圏域あります。

なお、５疾病・５事業ごとに、地域の実情に応じて、それぞれの圏域を設定してい

るとともに、今回、国の方針で、「在宅医療」の整備についても記載することが求め

られ、在宅医療の項目を追加しています。

・ がん、救急医療（三次）、周産期医療（地域周産期センター整備）、小児医療（高

度・専門医療、三次救急）は、三次圏域を単位に設定しています。

・ 精神疾病（精神科救急）は、三次医療圏を基本に、道央圏域を３分割し、計８圏

域で設定しています。
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２ 指定医療機関等の状況

（１）がん診療連携拠点病院一覧

〔医療機関名公表基準〕

「がん診療連携拠点病院の整備に関する指針」（平成１８年２月１日付健発第020100

4号厚生労働省健康局長通知）により厚生労働大臣が指定したがん診療連携拠点病院

（平成２８年１月１日現在）

第三次医療圏 第二次医療圏 市 町 地域がん診療連携拠点病院

道 央 南 空 知 （該当なし）

（２）北海道がん診療連携指定病院

〔医療機関名公表基準〕

「北海道がん診療連携指定病院整備要網」（平成２４年１２月２８日付地保第3277号

北海道保健福祉部長通知）により北海道知事が指定した病院

（平成２８年３月１日現在）

第三次医療圏 第二次医療圏 市 町 北海道がん診療連携指定病院

道 央 南 空 知 岩見沢市 独立行政法人労働者健康福祉機構 北海道中央労災病院

（３）脳卒中の急性期医療を担う医療機関一覧

〔医療機関名公表基準〕

次の①～③が２４時間対応可能である病院・診療所

①血液検査及び画像（ＣＴ・ＭＲＩ、超音波検査等）

②開頭手術（脳動脈瘤クリッピング術、脳内血腫除去術、減圧開頭術等）、外科的血

行再建術、脳血管内手術

③ｔ－ＰＡによる血栓溶解療法

（平成２７年７月１日現在）

第三次医療圏 第二次医療圏 市 町 医療機関

道 央 南 空 知 岩見沢市 岩見沢市立総合病院

医療法人萌佑会 岩見沢脳神経外科
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（４）脳卒中の回復期医療を担う医療機関一覧

〔医療機関名公表基準〕

次の①②の両方を満たす病院・診療所

①脳血管疾患等リハビリテーション科の保険診療に係る届出をしている

②脳卒中の回復期リハビリテーションの対応が可能

（平成２７年７月１日現在）

第三次医療圏 第二次医療圏 市 町 医療機関

道 央 南 空 知 夕張市 夕張市立診療所

岩見沢市 医療法人北翔会 岩見沢北翔会病院

医療法人社団明日佳 岩見沢明日佳病院

美唄市 市立美唄病院

三笠市 市立三笠総合病院

長沼町 町立長沼病院

由仁町 国民健康保険由仁町立病院

栗山町 栗山赤十字病院

（５）急性心筋梗塞の急性期医療を担う医療機関一覧

〔医療機関名公表基準〕

次の①～③が２４時間対応可能であり、かつ、④または⑤を満たす病院・診療所

①放射線等機器検査（心電図・冠動脈造影等）

②臨床検査（血清マーカー等）

③経皮的冠動脈形成術の治療

④冠動脈バイパス術等外科的治療が実施可能

⑤冠動脈バイパス術等外科的治療は実施しないが、他医療機関への紹介が可能

（平成２７年７月１日現在）

第三次医療圏 第二次医療圏 市 町 医療機関

道 央 南 空 知 岩見沢市 岩見沢市立総合病院

独立行政法人労働者健康福祉機構 北海道中央労災病院
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（６）糖尿病公表該当医療機関一覧

〔医療機関名公表基準〕

北海道医療機能情報公表制度に基づく、医療機能情報の報告内容から、次の①から③

の項目のいずれかに該当する医療機関

①インスリン療法を行うことができること

②糖尿病患者教育（食事療法・運動療法・自己血糖測定）を行うことができること

③糖尿病による合併症に対する継続的な管理及び指導を行うことができること

（平成２７年７月１日現在）
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（７）精神疾患の「予防・アクセス」、「治療・回復・社会復帰」（うつ病を含む）

に係る医療機能を担う医療機関一覧

〔医療機関名公表基準〕

次の基準に該当する医療機関

① 有床精神科病院

医療法第７条に基づく精神病床を有する病院（基準日現在において病床休止中

の病院を除く）

② 精神科デイ・ケア等実施施設

精神科デイ・ケア等を実施している医療機関であって、厚生労働大臣の定める

次の保険診療に係る届出をしているもの

・精神科デイ・ケア（大規模なもの・小規模なもの）、精神科ナイト・ケア、精

神科デイ・ナイト・ケア、精神科ショート・ケア（大規模なもの・小規模なも

の）

③ 往診・訪問看護実施施設

ア 医療法に基づく診療科目名を「精神科」又は「診療科」等としている医療機

関であって、次の保険診療を行っているもの

・往診料、在宅患者訪問診療、在宅時医学総合管理料、特定施設入居時等医

学総合管理料

イ 次の保険診療を行っている医療機関

・精神科訪問看護・指導料

（平成２７年６月３０日現在）

第三次医療圏 第二次医療圏 市 町 医療機関 該当項目

① ② ③ ③

ア イ

道 央 南 空 知 岩見沢市 岩見沢市立総合病院 ○ ○

医療法人恵仁会 空知病院 ○ ○ ○

医療法人緑光会 野宮病院 ○ ○

医療法人社団北陽会 牧病院 ○ ○

医療法人社団明日佳 岩見沢明日佳病院 ○

美唄市 医療法人風のすずらん会 美唄メンタルクリニック ○ ○ ○

医療法人心和会 心療内科あおぞらクリニック ○ ○ ○

三笠市 市立三笠総合病院 ○
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（８）精神科救急・身体合併症に係る医療機能を担う医療機関一覧

〔医療機関名公表基準〕

北海道精神科救急医療体制整備事業実施要綱に定める次の医療機関

① 精神科救急医療施設

輪番制により休日・夜間の診療体制および１床以上の空床を確保する精神科病院

② 合併症受入協力病院

身体合併症を有する精神疾患患者について、身体疾患の治療を優先させる必要が

ある場合に入院受入れおよび治療を行う病院

③ 遠隔地域支援病院

輪番病院（当番病院）等から離れた地域の患者について、当番病院から要請があ

った場合に受入れ及び治療を行う精神科病院

④ 後方支援病院

救急医療を終了した者について、当番病院から要請があった場合に受入れ及び治

療を行う精神科病院

注）表中「※」を表記している病院は、精神科病院以外の病院で合併受入協力病院を示し

ます。

表中「△」を表記している病院は、救急輪番等を休止中の病院を示します。

（平成２７年６月３０日現在）

第三次医療圏 第二次医療圏 市 町 医療機関 該当項目

① ② ③ ④

道 央 南 空 知 岩見沢市 岩見沢市立総合病院 ○ ○ ○

医療法人恵仁会 空知病院 ○ ○ ○

医療法人緑光会 野宮病院 ○ ○ ○

医療法人社団北陽会 牧病院 ○ ○ ○

※独立行政法人労働者健康福祉機構 北海道中央労災病院 ○

※医療法人社団 倉増整形外科 ○

美唄市 ※市立美唄病院 ○

三笠市 市立三笠総合病院 △ △

長沼町 町立長沼病院 △ ○ △

栗山町 ※栗山赤十字病院 ○
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（９）児童精神医療に係る医療機能を担う医療機関一覧

〔医療機関名公表基準〕

次の基準に該当する医療機関

① 入院医療機関

厚生労働大臣が定める次の保険診療に係る届出をしている医療機関

・児童・思春期精神科入院管理料、小児入院医療管理料（医療法第７条に基づく精

神病床を有する医療機関に限る）

② 児童精神科等標榜施設

医療法に基づく診療科目として、児童・思春期精神医療に関する「児童精神科」、

「小児精神科」又は「児童思春期精神科」等を標榜している医療機関

③ 専門医・認定医等

次に掲げる専門医・認定医等が勤務する医療機関

・日本児童青年精神医学会認定医、日本小児精神神経学会認定医、日本小児神経学

会専門医、日本小児心身医学会認定医、日本小児科医会子どもの心相談医

【① 入院医療機関】 （平成２７年６月３０日現在）

第三次医療圏 第二次医療圏 市 町 医療機関

道 央 南 空 知 （該当なし）

【② 児童精神科等標榜施設】 （平成２７年６月３０日現在）

第三次医療圏 第二次医療圏 市 町 医療機関

道 央 南 空 知 （該当なし）

【③ 専門医・認定医等】 （平成２７年６月３０日現在）

第三次医療圏 第二次医療圏 市 町 医療機関

道 央 南 空 知 （該当なし）
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（１０）認知症に係る医療機能を担う医療機関一覧

〔医療機関名公表基準〕

次の基準に該当する医療機関

① 認知症疾患医療センター

北海道認知症疾患医療センター運営実施要綱に基づき、北海道知事が指定した医

療機関

② 鑑別診断実施施設

認知症の鑑別診断を実施することができる医療機関であって、次の要件をいずれ

も満たすもの

ア 「日本老年精神神経医学会専門医」、「日本認知症学会専門医」又は「認知症

に係る経験が５年以上の医師」が専任配置されていること

イ 臨床心理技術者が１名以上配置されていること（兼務可）

③ 専門医（②を除く）

②以外の医療機関で「日本老年精神神経医学会専門医」又は「日本認知症学会専

門医」が専任配置されているもの

④ 認知症治療病棟を有する医療機関

認知症の専門病棟を有する医療機関であって、厚生労働大臣が定める次の保険診

療に係る届出をしている施設

・認知症治療専門病棟入院料届出医療機関

⑤ 重度認知症デイ・ケア実施施設

重度認知症デイ・ケアを実施している医療機関であって、厚生労働大臣が定める

保険診療に係る届出をしているもの

【① 認知症疾患医療センター】 （平成２７年６月３０日現在）

第三次医療圏 第二次医療圏 市 町 医療機関

道 央 南 空 知 （該当なし）

【② 鑑別診断実施施設 （平成２７年６月３０日現在）

第三次医療圏 第二次医療圏 市 町 医療機関

道 央 南 空 知 岩見沢市 医療法人社団北陽会 牧病院

美唄市 医療法人心和会 心療内科あおぞらクリニック

【③ 専門医（②を除く】 （平成２７年６月３０日現在）

第三次医療圏 第二次医療圏 市 町 医療機関

道 央 南 空 知 長沼町 町立長沼病院
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【④ 認知症治療病棟を有する医療機関】

（認知症専門治療病棟入院料届出医療機関） （平成２７年６月３０日現在）

第三次医療圏 第二次医療圏 市 町 医療機関

道 央 南 空 知 岩見沢市 医療法人社団北陽会 牧病院

医療法人社団明日佳 岩見沢明日佳病院

【⑤ 重度認知症デイ・ケア実施施設 （平成２７年６月３０日現在）

第三次医療圏 第二次医療圏 市 町 医療機関

道 央 南 空 知 岩見沢市 医療法人社団明日佳 岩見沢明日佳病院

（１１）二次救急医療機関一覧

〔医療機関名公表基準〕

救急隊により搬送される傷病者に関する医療を担当する医療機関として「救急病院等

を定める省令（昭和39年厚生省令第8号）」に基づき北海道知事が認定した救急告示医

療機関及び休日・夜間に入院を要する重症救急患者に対応する救急医療機関として病院

群輪番制に参加する医療機関

（平成２８年３月１日現在）

第三次医療圏 第二次医療圏 二次救急医療機関

道 央 南 空 知 救告 輪番 ★救急告示 ●輪番参加 ※診療所

12 4 【二次救急医療機関数 12 】

★ ● 独立行政法人労働者健康福祉機構 北海道中央労災病院

★ ※医療法人萌佑会 岩見沢脳神経外科

★ ● 岩見沢市立総合病院

★ 医療法人社団北翔会 岩見沢北翔会病院

★ 岩見沢市立栗沢病院

★ ● 市立美唄病院

★ 市立三笠総合病院

★ 国民健康保険町立南幌病院

★ 国民健康保険由仁町立病院

★ 町立長沼病院

★ ● 栗山赤十字病院

★ 国民健康保険月形町立病院
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（１２）休日夜間急患センター一覧

〔医療機関名公表基準〕

休日・夜間における比較的軽症な救急患者の医療を確保するため、市町が設置する休

日夜間急患センター

（平成２８年３月１日現在）

第三次医療圏 第二次医療圏 施設名 診療科目

道 央 南 空 知 岩見沢市夜間急病センター 内科・小児科

（１３）救命救急センター

〔医療機関名公表基準〕

原則、重症及び複数の診療科領域にわたるすべての重篤な救急患者を２４時間体制で

受入れる三次救急医療機関として北海道知事が指定した救命救急センター

（平成２８年３月１日現在）

第三次医療圏 第二次医療圏 施設名 診療科目

道 央 南 空 知 （該当なし）

（１４）災害拠点病院一覧

〔医療機関名公表基準〕

災害時における医療の確保及び搬送体制の整備を図るため、北海道知事が災害拠点と

して指定した病院

【基幹災害拠点病院】 （平成２８年３月１日現在）

第三次医療圏 指定病院名 指定年月日

道 央 （該当なし）

【地域災害拠点病院】

第三次医療圏 第二次医療圏 指定病院名 指定年月日

道 央 南 空 知 岩見沢市立総合病院 平成9年1月7日
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（１５）北海道ＤＭＡＴ指定医療機関一覧

〔医療機関名公表基準〕

災害時に迅速に駆けつけ、救急医療活動を行うために専門的な訓練を受けた北海道Ｄ

ＭＡＴとして北海道知事が指定した病院

（平成２８年３月１日現在）

第三次医療圏 第二次医療圏 指定病院名 指定年月日

道 央 岩見沢市立総合病院 平成26年3月26日

（１６）へき地医療拠点病院及びへき地診療所等一覧

（平成２８年３月１日現在）

第三次医療圏 第二次医療圏 へき地医療拠点病院

道 央 南 空 知 岩見沢市立総合病院

第三次医療圏 第二次医療圏 市 町 へき地診療所（国保有直営診療所を含む）

道 央 南 空 知 夕張市 夕張市立診療所

第三次医療圏 第二次医療圏 市 町 過疎地等特定診療所

道 央 南 空 知（該当なし）

第三次医療圏 第二次医療圏 無医地区等（H21.10） 無歯科医地区等（H21.10）

道 央 南 空 知 （該当なし） （該当なし）

（１７）周産期母子医療センター一覧

〔医療機関名公表基準〕

高度な周産期医療を行う医療機関として北海道知事が指定又は認定した周産期医療セ

ンター

（平成２８年３月１日現在）

第三次医療圏 第二次医療圏 医療機関名 区分 【指定年月日】

（認定年月日）

道 央 南 空 知 岩見沢市立総合病院 地域 （平成13年10月1日）
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（１８）産科又は産婦人科を標榜する医療機関一覧

●分娩実践中の医療機関 （平成２８年３月１日現在）

第三次医療圏 第二次医療圏 保健所 医療機関

道 央 南 空 知 岩見沢 ● 岩見沢市立総合病院

市立美唄病院

町立長沼病院

第三次医療圏 第二次医療圏 保健所 有床診療所

道 央 南 空 知 岩見沢 ● 医療法人社団 岩見沢レディースクリニック

● 医療法人社団 岩見沢こども・産婦人科クリニック

（１９）助産師外来・院内助産所開設医療機関一覧

（平成２８年３月１日現在）

第三次医療圏 第二次医療圏 市 町 医療機関

道 央 南 空 知 岩見沢市 岩見沢市立総合病院

（２０）小児救急医療支援事業産科病院一覧（小児二次救急医療体制）

〔医療機関名公表基準〕

休日・夜間に入院を要する小児の重症救急患者に対応する救急医療機関として小児救

急医療支援事業（病院群輪番制）に参加する病院

（平成２８年３月１日現在）

第三次医療圏 第二次医療圏 小児救急医療支援事業実施状況

事業開始 病院数 参加病院名

道 央 南 空 知 平成19年1月 2 岩見沢市立総合病院、市立美唄病院

（２１）小児科医療の重点化病院一覧

（平成２８年３月１日現在）

第三次医療圏 第二次医療圏 重点化病院名

道 央 南 空 知 岩見沢市立総合病院
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（２２）小児科又は小児外科を標榜する医療機関一覧

（平成２８年３月１日現在）

第三次医療圏 第二次医療圏 保健所 病院

道 央 南 空 知 岩見沢 岩見沢市立総合病院

市立三笠総合病院

市立美唄病院

医療法人社団宏仁会 しろした病院

国民健康保険町立南幌病院

町立長沼病院

第三次医療圏 第二次医療圏 保健所 有床診療所

道 央 南 空 知 岩見沢 岩見沢市夜間急病センター

医療法人社団 竹内医院

医療法人社団 中央医院

医療法人社団 岩見沢こども・産科婦人科クリニック

医療法人やわらぎ みどり野医院

医療法人社団緑稜会 ながぬま小児科

夕張市立診療所

第三次医療圏 第二次医療圏 保健所 無床診療所（保健センターを除く）

道 央 南 空 知 岩見沢 医療法人社団エリア会 北５条医院

医療法人社団健伸会 東町ファミリークリニック

医療法人社団優祥会 大川内科医院

医療法人社団 あくつこどもクリニック

医療法人社団 さとうキッズクリニック

ほろむいクリニック

医療法人社団健伸会 栗沢町美流渡診療所

出口小児科医院

本山医院

医療法人社団 中條医院

簗詰医院

医療法人社団 牧野内科医院

にしみこどもクリニック
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（２３）在宅療養支援病院及び在宅療養支援診療所一覧

〔医療機関名公表基準〕

診療報酬上の在宅療養支援病院及び在宅療養支援診療所

（平成２８年３月１日現在）

第三次医療圏 第二次医療圏 保健所 診療所

道 央 南 空 知 岩見沢 医療法人社団緑稜会 長沼内科消化器科

医療法人社団健伸会 栗沢町美流渡診療所

医療法人社団健伸会 東町ファミリークリニック

田中クリニック

ほろむいクリニック

はくま内科・呼吸器内科クリニック

石川内科・循環器科クリニック

夕張市立診療所

ささえる医療クリニック岩見沢

ささえるクリニック栗山

医療法人心和会 心療内科あおぞらクリニック

海老原医院

医療法人社団エリア会 北５条医院

医療法人社団彌和会 くりやま在宅クリニック

医療法人社団すずかけ会 松藤医院

こじま内科クリニック
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第８節 地域医療構想策定後の取組

１ 構想策定後の実現に向けた取組

（１）基本的な事項

医療機関者、医療保険者その他の関係者で構成する南空知保健医療福祉圏域連携推進

会議において、関係者との連携を図りつつ、将来の病床の必要量の確保を達成するため

の方策その他の地域医療構想の達成を推進するために必要な協議を行うほか、各医療機

関が自主的な取組を行うことも必要です。

（２）各医療機関での取組

各医療機関は、自らの行っている医療内容やその体制に基づき、将来目指していく医

療について検討を行うことが必要となります。

その上で、自院内の病床の機能分化を進めるに当たり、病床機能報告制度により、同

一構想区域における他の医療機関の各機能の選択状況等を把握することが可能になりま

す。

また、地域医療構想により、構想区域における病床の機能区分ごとの２０２５年にお

ける必要病床数も把握することが可能になります。

これら２つの情報（データ）を比較するなどして、地域における自院内の病床機能の

相対的位置付けを客観的に把握した上で、次のような自主的な取組を進めることが可能

になります。

まず、様々な病気の患者が入院している個々の病棟について、高度急性期機能から慢

性期機能までの選択を行った上で、病棟単位で当該病床の機能に応じた患者の方策や、

それに応じた必要な体制の構築などを検討します。

併せて、自主的な取組を踏まえ、南空知保健医療福祉圏域連携推進会議を活用した医

療機関相互の協議により、地域における病床の機能の分化と連携に応じた自院の位置付

けを確認することが可能になります。例えば、がん入院医療の役割を医療機関の間で臓

器別に分担すること、回復期のリハビリテーション機能を集約化すること、療養病床に

ついて在宅医療等への転換を進めること等が挙げられます。

以上の取組を受け、次年度の病床機能報告への反映や地域医療介護総合確保基金の活

用を検討し、更なる自院の運営の改善と地域における役割の明確化を図ります。

また、これらの取組により、区域全体で見ても、病床機能報告制度における病棟の報

告病床数と、地域医療構想における必要病床数が次第に収れんされていき、不足する機

能の解消や、患者数との整合が図れることになります。

なお、医療機関がこのような取組を行う際には、患者・住民の理解が不可欠であり、

自らの状態に応じた医療機能や医療機関を選択することが重要であるため、医療機関だ

けではなく、保険者や関係者を巻き込んで、患者・住民への啓発に取り組むことが重要

です。
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（３）市町の取組

７５歳以上の高齢者は、慢性疾患による受療が多い、複数の疾患にかかりやすい、

要介護の発生率が高い、認知症の発生率が高い等の特徴を有しており、医療と介護

の両方を必要とすることが多い現状にあります。

そのため、団塊の世代がすべて７５歳以上となる２０２５年を目処に、医療と介

護両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で安心して生活を維持できる

よう、在宅医療と介護を一体的に提供するために必要な支援を行うことが求められ

ます。

地域包括ケアシステムの視点から、在宅医療・介護の連携推進については、平成

２７年度から介護保険法において制度化されており、各市町が本事業に対して積極

的に取り組むことが必要となります。

なお、各市町の取組について、事前の準備状況も含めて進歩状況等を把握し、そ

の状況を共有するとともに、各市町の実情に応じて、北海道及び保健所の保健・医

療担当部局及び介護・福祉担当部局による様々な支援を行っていきます。

（４）北海道の取組

医療機関の自主的な取組及び医療機関相互の協議により、病床の機能の分化及び連

携等による将来のあるべき医療提供体制を実現するため、北海道は、医療機関への情

報提供を含め、次の各段階における取組を行っていきます。

ア 病床機能報告による現状と地域医療構想における必要病床数との比較

道は、病床の機能の分化及び連携について、まずは病床機能報告制度等を活用し、

各医療機関が担っている病床機能の現状を把握・分析をします。

その結果を踏まえ、地域医療構想において定める構想区域における病床機能区分

ごとの将来の医療需要と必要病床数とを地域全体の状況として把握します。

イ 病床の機能区分ごとにおける構想区域内の医療機関の状況把握

道は、各医療機関が地域における自院の位置付けを容易に把握することができる

よう、構想区域における病床機能区分ごとの医療機関の状況を整理する必要があり

ます。

病床機能報告制度では、具体的な医療の内容に関し比較の参考となる項目が報告

されていることから、これらを基に、各医療機関が地域における将来のあるべき姿

に応じて検討できるような資料・データを道が作成します。

ウ 調整会議における協議の促進

道は、地域において各医療機関が担っている医療の現状を基に、医療機関相互の

協議を促進することとされていますが、そのためには、各医療機関の自主的な取組

を改めて促進する必要があります。

これを踏まえ、道は必要に応じて地域医療構想調整会議を開催するなど、不足し

ている病床機能への対応について、具体的な協議を促進します。
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その際、地域医療介護総合確保基金の活用も検討することとなりますが、早い段

階で２０２５年までの各構想区域における工程表を策定することが望ましいと考え

ています。

エ 平成３７年（２０２５年）までのＰＤＣＡ

工程表が策定できていない段階においては、各医療機関が地域における位置付け

を検討し、病棟ごとに担う病床の機能に応じた対応を行うことを促進する必要があ

ります。また、工程表を策定したとしても、各医療機関における状況の変化等によ

り計画どおりに進めることが困難又は不適切な場合も考えられます。

このため、２０２５年まで毎年、進捗状況の検証を行い、工程表の変更も含め、

地域医療構想の実現を図っていく必要があります。

その際、構想区域全体及び北海道内全体で、病床機能報告制度における病棟の報

告病床数と、地域医療構想における必要病床数が次第に収れんされていることを確

認する必要がありますが、不足する病床機能の解消のためには、過剰となっている

病床機能からの転換を促すことにより、医療需要に応じた医療の提供が可能となる

という視点の共有を進め、病床機能報告制度における病棟の報告病床数と患者数と

の整合性が図ることができるよう、検討を重ねます。

また、毎年、北海道総合保健医療協議会地域医療専門委員会に報告することによ

り、各構想区域における進捗状況の比較や、より広い立場からの意見を求めること

が可能となるため、適宜、調整会議を開催していきます。

２ 北海道知事による対応

医療法改正等により、都道府県知事は地域医療構想の実現に向けて次の対応が可能

とされたことから、地域医療の実情を把握し、北海道医療審議会や地域医療構想調整

会議を円滑に運営するなど、適切に対応することになります。

（１）病院・有床診療所の開設・増床等への対応

病院・有床診療所の開設・増床等の許可の際に、不足している病床の機能区分に係

る医療の提供という条件を付することができます（指定都市にあっては、指定都市の

市長に当該条件を付するよう求めることができます）（医療法第７条第５項）。

（２）既存医療機関が過剰な病床の機能区分に転換しようとする場合の対応

過剰な病床の機能区分に転換しようとする理由等を記載した書面の提出を求めるこ

とができます（医療法第３０条１５条１項）。

当該書面に記載された理由等が十分でないと認めるときは、地域医療構想調整会議

における協議に参加するよう求めることができます（同条第２項）。

地域医療構想調整会議における協議が調わないとき等は、北海道医療審議会に出席

し、当該理由等について説明するよう求めることができます（同条第４項）。

地域医療構想調整会議における協議の内容及び北海道医療審議会の説明の内容を踏
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まえ、当該理由等がやむを得ないものと認められないときは、北海道医療審議会の意

見を聴いて、過剰な病床機能に転換しないことを公的医療機関等に命令することがで

きます。なお、公的医療機関等以外の医療機関にあっては、要請することができます

（同条第６項及び第７項）。

（３）地域医療構想調整会議における協議が調わない場合の対応

北海道医療審議会の意見を聴いて、不足している病床の機能区分に係る医療を提供

すること等を公的医療機関等に指示することができます。なお、公的医療機関等以外

の医療機関にあっては、要請することができます。

（４）稼働していない病床への対応

病床過剰地域において、公的医療機関等が正当な理由なく病床を稼働していないと

きは、北海道医療審議会の意見を聴いて、当該病床の削減を命令することができます

（医療法第７条の２第３項）。なお、公的医療機関等以外の医療機関にあっては、病床

過剰地域において、かつ医療計画の達成のため特に必要がある場合において、正当な

理由なく病床を稼働していないときは、北海道医療審議会の意見を聴いて、当該病床

の削減を要請することができます（同法第３０条の１２第１項）。

また、実際には、病床の稼働状況は病床機能報告制度において病棟単位で把握する

ことが可能であることから、病棟単位で病床が稼働していないことについて正当な理

由がない場合に、当該対応を検討します。

３ 地域医療構想の実現に向けたＰＤＣＡ

地域医療構想について道は、地域医療構想の実現に必要な事業の進捗評価を定期的

に実施し、必要に応じて施策の見直しを図るなど、ＰＤＣＡサイクルを効果的に機能

させることが必要だと考えています。

地域医療構想を実現するための施策において、地域医療介護総合確保基金を活用し

た事業については、北海道計画に位置付けることとなりますが、地域医療構想の目標

等と連動しつつ、基金が適切に活用されたことが確認できる評価指標を設定する必要

があります。その際、将来のあるべき医療提供体制を目指すものとして、地域医療構

想を含む医療計画と北海道計画の方向性は一致しており、可能な評価指標は共通化す

るなど効率化も考慮します。

４ 住民への公表

医療を受ける当事者である患者・住民が、医療提供体制を理解し、適切な受療行動

をとるためには、計画の評価や見直しの客観性及び透明性を高める必要があることか

ら、道ではこれらをホームページ等で住民に分かりやすく公表します。
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第９節 資 料（データ等）

１ 検討経緯

月 日 南空知保健医療福祉圏域連携推進会議 その他

平成27年9月2日 ・第１回開催

平成27年10月28日 ・第２回開催

月 日 地域医療構想専門部会 その他

平成27年12月24日 ・第１回開催

平成28年2月18日 ・第２回開催

平成28年3月17日 ・第３回開催
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２ 南空知保健医療福祉圏域連携推進会議委員名簿

所 属 職・氏 名 備 考

夕張市 市 長 鈴 木 直 道

岩見沢市 市 長 松 野 哲

美唄市 市 長 髙 橋 幹 夫

三笠市 市 長 西 城 賢 策

南幌町 町 長 三好 富士夫

由仁町 町 長 松 村 諭

長沼町 町 長 戸 川 雅 光

栗山町 町 長 椿 原 紀 昭

月形町 町 長 櫻 庭 誠 二

夕張市医師会 会 長 中 條 俊 博

岩見沢市医師会 会 長 倉 増 秀 昭 会長

美唄市医師会 会 長 井 門 明

三笠市医師会 会 長 川 崎 君 王

空知南部医師会 会 長 梶 良 行

岩見沢歯科医師会 会 長 倉 増 淳 副会長

美唄市歯科医師会 会 長 孫 泰 一

北海道薬剤師会南空知支部 支 部 長 板 垣 千 明

北海道看護協会南空知支部 支 部 長 中 野 和 美

北海道栄養士会空知支部 支 部 長 小菅 ルミ子

栗山町社会福祉協議会 事 務 局 長 吉 田 義 人

岩見沢市老人クラブ連合会 副 会 長 向 井 弘 司

北海道精神障害者家族連合会空 副 議 長 中村 末太郎

知地域協議会

空知管内知的障害者関係施設・ 会 長 上 坂 隆 一

学校・行政機関等連絡協議会

地域センター病院 院 長 中 島 保 明 岩見沢市立総合病院

基幹病院 院 長 宮 本 顕 二 独立行政法人労働者健康福

祉機構北海道中央労災病院

北海道慢性期医療協会推薦 院 長 金 井 直 樹 医療法人社団明日佳岩見

沢明日佳病院

北海道病院協会推薦 院 長 花 田 太 郎 医療法人社団慶北会花田病院

北海道病院協会推薦 院 長 渡 邊 光 明 栗山赤十字病院
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３ 南空知保健医療福祉圏域連携推進会議設置要綱

南空知保健医療福祉圏域連携推進会議設置要綱

（設置）

第１条 地域における保健医療福祉施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、南空知保

健医療福祉圏域連携推進会議（以下「連携推進会議」という。）を設置する。

（所掌事項）

第２条 連携推進会議は、次の事項について取り組むものとする。

（１）地域の保健医療福祉に関すること。

（２）地域医療構想に関すること。

（３）その他、連携推進会議の目的達成のため必要と認められる事項

（組織）

第３条 連携推進会議は、次に掲げる者のうちから空知総合振興局長が委嘱する。

（１）保健医療福祉サービスの受益者

（２）保健医療福祉サービスの提供者

（３）その他必要と認められる者

２ 委員の任期は２年以内とする。ただし、再任は妨げないものとし、委員が欠けた場合

における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

３ 連携推進会議に委員の互選により、会長を置く。

４ 連携推進会議に副会長１名を置き、委員のうちから会長が指名する。

５ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

（会議）

第４条 連携推進会議は、必要の都度、会長が招集する。

２ 会長は、連携推進会議の議長となり、議事を整理する。

（専門部会）

第５条 連携推進会議は、必要に応じ、専門部会を置くことができる。

２ 専門部会の設置及び運営に関する事項は別に定める。

（事務局）

第６条 事務局は、北海道空知総合振興局保健環境部保健行政室企画総務課に置く。

（その他）

第７条 この要綱に定めるもののほか、連携推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が

連携推進会議に諮って定める。

附則

この要綱は、平成２０年 ６月１８日から施行する。

この要綱は、平成２２年 ４月 １日から施行する。

この要綱は、平成２４年 ４月 １日から施行する。

この要綱は、平成２６年 ７月 ４日から施行する。

この要綱は、平成２７年１０月２８日から施行する。


